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政
令
第
百
八
十
一
号

放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
律
の

規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
施
行
令
及
び
電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
法
施
行
令
の
廃
止
）

第
一
条

次
に
掲
げ
る
政
令
は
、
廃
止
す
る
。

一

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
四
百
四
十
一
号
）

二

電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
十
七
号
）

（
放
送
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

放
送
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
五
条
」
を
「
第
十
条
（
法
第
八
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
、
「
第
三
条

の
五
」
を
「
第
八
条
」
に
改
め
、
「
放
送
事
業
者
」
の
下
に
「
（
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場

合
に
お
け
る
日
本
放
送
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
第
三
条
の
四
第
一
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項
」
を
「
第
六
条
第
一
項
（
法
第
八
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「

第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
（
法
第
八
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
第
九
条
の
二
の
二
」
を
「
第
二
十
二
条
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
日
本
放
送
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と

い
う
。
）
」
を
「
協
会
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

法
第
二
条
第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
局
設
備
を
協
会
の
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
国
内
基
幹
放
送
の
業
務

の
用
に
供
す
る
事
業

第
二
条
第
四
号
中
「
（
委
託
し
て
放
送
を
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
六
号

中
「
放
送
し
、
又
は
委
託
し
て
放
送
さ
せ
る
こ
と
」
を
「
放
送
を
す
る
こ
と
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
中
「
一
般
放
送
事
業

者
」
を
「
基
幹
放
送
事
業
者
（
協
会
及
び
学
園
を
除
く
。
）
又
は
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
号
中

「
第
九
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
、
「
及
び
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
（
昭
和
四
十

七
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
線
放
送
」
を
削
る
。

第
六
条
中
「
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
八
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
第
五
十
三
条
の
八
」
を
「
第
百
七
十
五
条
（
法
第
八
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
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」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
イ
中
「
第
三
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
（
法
第
八
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
、
「
第
三
条
の
四
第
三
項
」
を
「
第
六
条
第
三
項
（
法
第
八
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
（
法
第
八
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
九
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、

同
号
ホ
中
「
委
託
協
会
国
際
放
送
業
務
」
を
「
協
会
国
際
衛
星
放
送
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
中
「
第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条

の
二
又
は
第
二
十
九
条
」
を
「
第
五
十
二
条
、
第
五
十
四
条
又
は
第
五
十
五
条
」
に
改
め
、
同
号
ト
中
「
第
三
十
二
条
」
を

「
第
六
十
四
条
」
に
改
め
、
同
号
チ
中
「
第
四
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
八
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「

一
般
放
送
事
業
者
（
受
託
放
送
事
業
者
を
除
く
。
）
」
を
「
基
幹
放
送
事
業
者
（
協
会
及
び
学
園
を
除
く
。
ニ
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
に
、
「
（
法
第
三
条
の
五
に
規
定
す
る
放
送
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
イ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
並
び
に
法
第

五
十
二
条
の
四
第
一
項
（
法
第
五
十
二
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
有
料
放
送
（
以
下
「
有
料
放
送
」
と
い
う
。
）
を
行
う
放
送
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、

法
第
五
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
国
内
受
信
者
に
対
す
る
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
条
件
に
関
す
る
事
項
並
び
に
国

内
に
設
置
す
る
受
信
設
備
に
よ
り
有
料
放
送
を
受
信
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
を
拒
ん
だ
事
実
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の
概
要
及
び
理
由
」
を
「
（
法
第
八
条
に
規
定
す
る
放
送
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
イ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
」
に
改
め

、
同
号
ハ
中
「
第
五
十
二
条
の
三
」
を
「
第
百
十
条
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ

法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
料
放
送
（
以
下
「
有
料
放
送
」
と
い
う
。
）
を
行
う
基
幹
放
送
事
業
者

に
あ
つ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
国
内
受
信
者
（
以
下
「
国
内
受
信
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
有
料
放
送
の
役
務

の
提
供
条
件
に
関
す
る
事
項
、
国
内
に
設
置
す
る
受
信
設
備
に
よ
り
有
料
放
送
を
受
信
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て

有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
を
拒
ん
だ
事
実
の
概
要
及
び
理
由
、
法
第
百
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
有
料
放
送
の
役
務
に

関
す
る
料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件
の
概
要
の
説
明
に
関
す
る
事
項
並
び
に
法
第
百
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
国
内
受

信
者
か
ら
の
苦
情
及
び
問
合
せ
の
処
理
に
関
す
る
事
項

第
七
条
第
五
号
中
「
有
料
放
送
管
理
事
業
者
」
の
下
に
「
（
法
第
百
五
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有
料
放
送
管
理
事
業

者
を
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
第
五
十
二
条
の
六
の
五
」
を
「
第
百
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
有
料
放
送
の
役
務
に
関
す
る
料

金
そ
の
他
の
提
供
条
件
の
概
要
の
説
明
に
関
す
る
事
項
、
法
第
百
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
国
内
受
信
者
か
ら
の
苦
情
及
び

問
合
せ
の
処
理
に
関
す
る
事
項
並
び
に
法
第
百
五
十
五
条
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中
「
受
託

放
送
事
業
者
」
を
「
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
」
に
、
「
第
五
十
二
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
受
託
放
送
役
務
（
以
下
「
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受
託
放
送
役
務
」
と
い
う
。
）
」
を
「
第
百
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
放
送
局
設
備
供
給
役
務
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
放
送
局
設
備
供
給
役
務
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
受
託
放
送
役
務
の
」
を
「
放
送
局
設
備
供
給
役
務
の
」
に
改
め
、
同
号

を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

一
般
放
送
事
業
者

次
に
掲
げ
る
事
項
（
法
第
八
条
に
規
定
す
る
放
送
事
業
者
又
は
法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
を
し
た
一
般
放
送
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
イ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

イ

第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項

ロ

第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項

ハ

法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
放
送
の
再
放
送
に
つ
い
て
の
他
の
放
送
事
業
者
の
同
意
に
関
す
る
事
項

ニ

法
第
百
四
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
再
放
送
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
放
送
の

役
務
の
提
供
条
件
そ
の
他
当
該
再
放
送
の
業
務
の
方
法
に
関
す
る
事
項

ホ

有
料
放
送
を
行
う
一
般
放
送
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
前
号
ニ
に
規
定
す
る
事
項

（
電
波
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

電
波
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
一
条
中
「
電
波
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
」
を
「
法
」
に
改
め
、
同
条
を
第
一
条
の
二
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の

一
条
を
加
え
る
。

（
検
査
等
事
業
者
に
係
る
登
録
の
有
効
期
間
）

第
一
条

電
波
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

第
三
条
第
一
項
の
表
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
の
項
第
二
号
ニ
及
び
第
三
級
総
合
無
線
通
信
士
の
項
第
二
号
ロ

中
「
放

(2)

送
局
」
を
「
基
幹
放
送
局
」
に
改
め
、
同
表
第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士
の
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

局
」
を
「
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
基
幹
放
送
局
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

基
幹
放
送
局

法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
局
を
い
う
（
次
号
及
び
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

第
三
条
第
二
項
第
五
号
中
「
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
局
」
を
「
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
基
幹
放
送
局
」
に
、
「
送
る
放
送
局
」
を
「

送
る
基
幹
放
送
局
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
放
送
局
」
を
「
基
幹
放
送
局
」
に
改
め
る
。

（
電
波
法
に
よ
る
旅
費
等
の
額
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

電
波
法
に
よ
る
旅
費
等
の
額
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。



- 7 -

第
一
条
中
「
、
放
送
法
」
を
「
並
び
に
放
送
法
」
に
、
「
第
五
十
三
条
の
十
三
、
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
（
昭
和
四

十
七
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
二
十
八
条
、
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
業
務
の
運
用
の
規
正
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
百
三
十
五
号
）
第
九
条
並
び
に
電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
二
十
一
条
」
を
「
第

百
八
十
条
」
に
改
め
る
。

（
電
波
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

電
波
法
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
五
号
中
「
「
放
送
局
」
を
「
「
基
幹
放
送
局
」
に
、
「
公
衆
に
よ
つ
て
直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
無
線
通
信
の
送
信
を
行
う
無
線
局
（
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
「
電
波
法

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
局
」
に
、
「
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
局
」
を
「
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
基
幹
放
送
局
」
に
、
「
送
る
放
送
局
」
を
「
送
る
基
幹
放
送
局
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
電
波
法
（
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
」
を
「
法
」
に
、
「
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
局
」
を
「
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
基
幹
放
送
局
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
の
表
四
の
項
中
「
放
送
局
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
局
」
を
「
基
幹
放
送
局
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
基
幹
放
送
局

」
に
改
め
、
同
表
五
の
項
中
「
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
局
」
を
「
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
基
幹
放
送
局
」
に
改
め
、
同
表
七
の
項
中
「
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放
送
局
」
を
「
基
幹
放
送
局
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
移
動
受
信
用
地
上
放
送
」
を
「
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
（

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第
十
四
号
の
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
」
に
改
め
、
「
（
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

第
三
条
第
一
項
の
表
四
の
項
中
「
放
送
局
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
局
」
を
「
基
幹
放
送
局
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
基
幹
放
送
局

」
に
改
め
、
同
表
五
の
項
中
「
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
局
」
を
「
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
基
幹
放
送
局
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表

四
の
項
中
「
放
送
局
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
局
」
を
「
基
幹
放
送
局
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
基
幹
放
送
局
」
に
改
め
、
同
表
五
の

項
中
「
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
局
」
を
「
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
基
幹
放
送
局
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
の
甲
表
四
の
項
中
「
放
送
局
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
局
」
を
「
基
幹
放
送
局
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
基
幹
放
送

局
」
に
改
め
、
同
表
五
の
項
中
「
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
局
」
を
「
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
基
幹
放
送
局
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
の

乙
表
四
の
項
中
「
放
送
局
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
局
」
を
「
基
幹
放
送
局
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
基
幹
放
送
局
」
に
改
め
、
同
表

五
の
項
中
「
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
局
」
を
「
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
基
幹
放
送
局
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
の
丙
表
一
の
項
及
び
丁

表
一
の
項
中
「
放
送
局
」
を
「
基
幹
放
送
局
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
検
査
等
事
業
者
の
登
録
更
新
申
請
手
数
料
）
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第
四
条
の
二

法
第
二
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
更
新
を
申
請
す
る
者
が
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

手
数
料
の
額
は
、
一
三
、
四
〇
〇
円
（
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
登
録
の
更
新
を
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
三
、
三
〇
〇
円
）
と
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
移
動
受
信
用
地
上
放
送
」
を
「
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
の
表
四
の
項
中
「
放
送
局
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
局
」
を
「
基
幹
放
送
局
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
基
幹
放
送

局
」
に
改
め
、
同
表
五
の
項
中
「
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
局
」
を
「
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
基
幹
放
送
局
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の

表
四
の
項
中
「
放
送
局
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
局
」
を
「
基
幹
放
送
局
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
基
幹
放
送
局
」
に
改
め
、
同
表
五

の
項
中
「
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
局
」
を
「
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
基
幹
放
送
局
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
七
十
三
条
第
三
項

」
を
「
第
七
十
三
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
同
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」
に
、
「
第
七
十
三
条
第
三

項
」
を
「
第
七
十
三
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
第
七
十
三
条
第
三
項
」
を
「
第
七
十
三
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

（
電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
令

第
一
条
第
一
項
中
「
電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
」
を
「
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
又
は
電
波
の
利
用
」
を
「
、
電
波
の
利
用
又
は
放
送
の
業
務
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
並
び
に
第
百
五
十
七
条
第
二
項
並
び
に
」
を
「
、
第
百
五
十
七
条
第
二
項
並
び
に
第
百
五
十
七
条
の
二
第
二

項
、
」
に
改
め
、
「
第
二
十
七
条
の
三
十
五
第
二
項
」
の
下
に
「
並
び
に
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）

第
百
四
十
二
条
第
二
項
」
を
加
え
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
並
び
に
第
百
五
十
七
条
第
四
項
並
び
に
」
を
「
、
第
百
五
十
七
条
第
四
項
並
び
に
第
百
五
十
七
条
の

二
第
四
項
、
」
に
改
め
、
「
第
二
十
七
条
の
三
十
五
第
四
項
」
の
下
に
「
並
び
に
放
送
法
第
百
四
十
二
条
第
四
項
」
を
加
え

る
。第

十
五
条
中
「
及
び
第
百
五
十
七
条
第
一
項
並
び
に
」
を
「
、
第
百
五
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
五
十
七
条
の
二
第
一
項

、
」
に
改
め
、
「
第
二
十
七
条
の
三
十
五
第
一
項
」
の
下
に
「
並
び
に
放
送
法
第
百
四
十
二
条
第
一
項
」
を
加
え
、
「
及
び

第
百
五
十
七
条
第
三
項
並
び
に
」
を
「
、
第
百
五
十
七
条
第
三
項
及
び
第
百
五
十
七
条
の
二
第
三
項
、
」
に
改
め
、
「
第
二
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十
七
条
の
三
十
五
第
三
項
」
の
下
に
「
並
び
に
放
送
法
第
百
四
十
二
条
第
三
項
」
を
加
え
る
。

（
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
十
一
条
の
四
第
一
項
中
「
一
般
放
送
事
業
者
（
次
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
単
に
「
一
般
放
送
事
業
者
」
と

い
う
。
）
」
を
「
基
幹
放
送
事
業
者
（
法
第
百
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
中
「
一
般
放
送
事
業
者
」
を
「
基
幹
放
送
事
業
者
」
に
改
め

る
。第

百
十
一
条
の
五
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
項
中
「
一
般
放
送
事
業
者
」
を
「
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
ご
と

に
総
務
大
臣
が
定
め
る
基
幹
放
送
事
業
者
」
に
改
め
る
。

第
百
十
一
条
の
六
中
「
一
般
放
送
事
業
者
」
を
「
基
幹
放
送
事
業
者
」
に
改
め
る
。

（
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
一
項
の
表
第
三
号
中
「
第
二
条
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
放
送
事
業
者
」
を
「
第
二
条
第
二
十
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三
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
事
業
者
又
は
同
条
第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
」
に
改
め
る
。

（
有
線
電
気
通
信
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

有
線
電
気
通
信
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
百
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
三
条
第
四
項
第
三
号
」
を
「
第
三
条
第
四
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

（
土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
八
条
第
一
項
第
十
九
号
中
「
放
送
事
業
者
」
を
「
基
幹
放
送
事
業
者
又
は
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
」
に
改
め
る
。

（
建
設
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
ロ
中
「
第
九
条
」
を
「
第
九
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
二
条
第
三
号
の
二
に
規

定
す
る
放
送
事
業
者
」
を
「
第
二
条
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
事
業
者
又
は
同
条
第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
基
幹

放
送
局
提
供
事
業
者
」
に
改
め
る
。

（
首
都
圏
整
備
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）
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第
十
二
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
第
九
条
」
を
「
第
九
条
第
一
号
」
に
改
め
る
。

一

首
都
圏
整
備
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
三
十
三
号
）
第
七
条
の
二
第
二
号

二

所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号
）
第
六
条
第
八
号
ソ

三

消
費
税
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
号
）
第
五
条
第
八
号
レ

（
下
水
道
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

下
水
道
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
百
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
の
二
中
「
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
有

線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
者
」
を
「
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
百
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す

る
登
録
一
般
放
送
事
業
者
（
そ
の
設
置
す
る
有
線
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
同
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
一
般
放
送
の

業
務
を
行
う
者
に
限
る
。
）
」
に
改
め
る
。

（
災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
中
「
又
は
放
送
事
業
者
」
を
「
又
は
基
幹
放
送
事
業
者
」
に
改
め
、
「
（
委
託
放
送
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
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受
託
放
送
事
業
者
に
委
託
し
て
放
送
を
行
わ
せ
る
こ
と
）
」
を
削
り
、
「
第
三
条
第
四
項
第
三
号
」
を
「
第
三
条
第
四
項
第

四
号
」
に
、
「
第
二
条
第
三
号
の
二
」
を
「
第
二
条
第
二
十
三
号
」
に
、
「
放
送
事
業
者
（
同
条
第
三
号
の
四
に
規
定
す
る

受
託
放
送
事
業
者
を
除
く
。
）
」
を
「
基
幹
放
送
事
業
者
」
に
改
め
る
。

（
法
人
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
八
号
ソ
中
「
第
九
条
」
を
「
第
九
条
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
八
十
三
条
の
二
中
「
第
四
十
五
条
第
一
項
第
八
号
」
を
「
第
四
十
五
条
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「

第
九
条
」
を
「
第
九
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
二
条
第
二
号
」
を
「
第
二
条
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第

三
号
中
「
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
有
線

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
」
を
「
有
線
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
放
送
法
第
二
条
第
十
八
号
に
規
定
す
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
」

に
改
め
る
。

（
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



- 15 -

第
九
条
の
四
第
三
号
中
「
及
び
一
般
放
送
事
業
者
」
を
「
及
び
基
幹
放
送
事
業
者
」
に
、
「
第
二
条
第
三
号
の
三
」
を
「

第
二
条
第
二
十
三
号
」
に
、
「
一
般
放
送
事
業
者
を
い
う
」
を
「
基
幹
放
送
事
業
者
を
い
い
、
日
本
放
送
協
会
及
び
放
送
大

学
学
園
（
放
送
大
学
学
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
放
送
大
学
学
園
を
い
う
。
）
を
除

く
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
二
項
、
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
一
般
放
送
事
業
者
」
を
「
基
幹
放
送
事
業

者
」
に
改
め
る
。

（
首
都
圏
近
郊
緑
地
保
全
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

首
都
圏
近
郊
緑
地
保
全
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
十
号
を
削
り
、
同
条
第
二
十
一
号
中
「
放
送
事
業
」
を
「
基
幹
放
送
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
号
と

し
、
同
条
第
二
十
二
号
を
同
条
第
二
十
一
号
と
し
、
同
条
第
二
十
三
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

（
登
録
免
許
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

登
録
免
許
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
中
「
（
次
号
に
お
い
て
「
放
送
局
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
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め
る
。

四

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第
二
十
二
号
（
定
義
）
に
規
定
す
る
特
定
地
上
基
幹
放
送

事
業
者
（
日
本
放
送
協
会
を
除
く
。
）
又
は
同
条
第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
が
開
設
す
る
基

幹
放
送
局
（
電
波
法
第
六
条
第
二
項
（
免
許
の
申
請
）
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
局
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
で
、
こ
れ
ら
の
者
が
開
設
す
る
他
の
基
幹
放
送
局
か
ら
放
送
さ
れ
る
放
送
番
組
を
中
継
し
て
放
送
す
る
た
め
に

開
設
す
る
も
の

第
三
十
条
中
「
か
ら
第
五
十
六
号
ま
で
、
第
五
十
八
号
」
を
「
、
第
五
十
五
号
」
に
改
め
る
。

（
公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政

令
第
二
百
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
表
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
業
務
の
運
用
の
規
正
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
第
二
条
に

規
定
す
る
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
の
業
務
を
行
な
う
た
め
の
設
備
の
項
中
「
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
業
務
の
運
用
の
規
正
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
」
を
「
有
線
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
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行
わ
れ
る
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
六
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
ラ
ジ
オ
放
送
」
に

、
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
表
有
線
放
送
電
話
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
有
線
放
送
電
話
業
務
を
行
な
う
た
め
の
設
備
の
項
を
削
る
。

（
近
畿
圏
の
保
全
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

近
畿
圏
の
保
全
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
三
年
政
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
七
条
第
二
十
号
を
削
り
、
同
条
第
二
十
一
号
中
「
放
送
事
業
」
を
「
基
幹
放
送
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
号
と

し
、
同
条
第
二
十
二
号
を
同
条
第
二
十
一
号
と
し
、
同
条
第
二
十
三
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

（
信
用
金
庫
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
を
一
般
放
送
事
業
者
」
を
「
を
基
幹
放
送
事
業
者
」
に
、
「
第
二
条
第
三
号
の

三
」
を
「
第
二
条
第
二
十
三
号
」
に
、
「
一
般
放
送
事
業
者
を
い
う
」
を
「
基
幹
放
送
事
業
者
を
い
い
、
日
本
放
送
協
会
及

び
放
送
大
学
学
園
（
放
送
大
学
学
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
放
送
大
学
学
園
を
い
う

。
）
を
除
く
」
に
改
め
る
。
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一

信
用
金
庫
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
三
年
政
令
第
百
四
十
二
号
）
第
十
六
条
第
二
項

二

長
期
信
用
銀
行
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
二
号
）
第
六
条
の
八
第
二
項

三

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
四
号
）
第
五
条
の
九
第
二
項

四

金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
十
一
号
）
第
十
一
条
の
四
第
二
項

五

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
八
十
号
）
第
百
二
十
一
条
第
四
項

六

信
託
業
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
四
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
の
五
第
二
項

七

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
六
十
七
号
）
第
十
条
第
二
項

（
都
市
計
画
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

都
市
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
第
十
三
号
中
「
に
よ
る
放
送
事
業
」
を
「
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
」
に
改
め
る
。

（
風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
に
係
る
条
例
の
制
定
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
に
係
る
条
例
の
制
定
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
四
十
四
年

政
令
第
三
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
三
条
第
三
項
第
二
号
中
「
、
有
線
放
送
電
話
業
務
若
し
く
は
放
送
事
業
」
を
「
若
し
く
は
基
幹
放
送
（
放
送
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
を
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

（
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
郵
政
省
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
郵
政
省
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
百
五

十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
七
条
第
三
項
第
三
号
中
「
第
十
六
条
第
三
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
三
項
」
に
、
「
第
二
十
七
条
第
四
項
」
を
「

第
五
十
二
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

（
都
市
緑
地
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条

都
市
緑
地
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
十
五
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
五

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
に
よ
る
基
幹
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
有
線
電
気
通

信
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
放
送
設
備
の
設
置
又
は
管
理
に
係
る
行
為

二
十
六
及
び
二
十
七

削
除
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（
水
源
地
域
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条

水
源
地
域
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
十
二
号
中
「
有
線
放
送
電
話
業
務
の
用
に
供
す
る
施
設
又
は
」
を
削
る
。

（
防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条

防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
二
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
表
一
の
項
中
「
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
業
務
の
運
用
の
規
正
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
三
十
五

号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
」
を
「
有
線
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
百
三
十
二
号
）
第
六
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
ラ
ジ
オ
放
送
」
に
改
め
、
同
表
十
の
項
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

十

削
除

附
則
第
四
項
の
表
有
線
放
送
電
話
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有
線
放
送
電
話
業
務
を
行
う
た
め
の
施
設

の
項
を
削
る
。
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（
文
化
財
保
護
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
八
条

文
化
財
保
護
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
六
項
第
二
号
中
「
有
線
放
送
電
話
業
務
、
放
送
事
業
若
し
く
は
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
業
務
」
を
「
基
幹
放

送
（
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
を
い
う
。
）
若
し
く
は
有
線

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
有
線
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
同
条
第
十
八
号
に
規
定
す
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
い
う

。
）
」
に
改
め
る
。

（
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
九
条

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
二
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
二
中
「
（
第
五
条
関
係
）
」
を
「
（
第
五
条
、
第
五
条
の
二
関
係
）
」
に
改
め
、
同
表
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

十

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第
二
十
六
号
に
規
定
す
る
放
送
事
業
者
が
行
う
同
条
第
一

号
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
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別
表
第
二
第
二
十
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
八

削
除

別
表
第
二
第
四
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
十
三

削
除

（
中
小
企
業
の
事
業
活
動
の
機
会
の
確
保
の
た
め
の
大
企
業
者
の
事
業
活
動
の
調
整
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
条

中
小
企
業
の
事
業
活
動
の
機
会
の
確
保
の
た
め
の
大
企
業
者
の
事
業
活
動
の
調
整
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和

五
十
二
年
政
令
第
二
百
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
十
号
を
削
る
。

（
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
一
条

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
三
百
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
四
条
第
十
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
八

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
事
業
又
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は
同
法
第
百
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
放
送
局
設
備
供
給
役
務
を
提
供
す
る
事
業

（
銀
行
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
二
条

銀
行
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
五
第
二
項
中
「
を
一
般
放
送
事
業
者
」
を
「
を
基
幹
放
送
事
業
者
」
に
、
「
第
二
条
第
三
号
の
三
」
を
「
第
二

条
第
二
十
三
号
」
に
、
「
一
般
放
送
事
業
者
を
い
う
」
を
「
基
幹
放
送
事
業
者
を
い
い
、
日
本
放
送
協
会
及
び
放
送
大
学
学

園
（
放
送
大
学
学
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
放
送
大
学
学
園
を
い
う
。
）
を
除
く
」

に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
五
第
二
項
及
び
第
十
六
条
の
六
の
二
第
二
項
中
「
一
般
放
送
事
業
者
」
を
「
基
幹
放
送
事
業
者
」
に
改
め
る
。

（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
三
条

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（

昭
和
六
十
一
年
政
令
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
号
中
「
、
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
業
務
の
運
用
の
規
正
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）

第
二
条
に
規
定
す
る
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
及
び
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
二
条
第
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一
項
に
規
定
す
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
」
を
削
る
。

（
保
険
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
四
条

保
険
業
法
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
四
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
の
五
の
五
第
二
項
中
「
を
一
般
放
送
事
業
者
」
を
「
を
基
幹
放
送
事
業
者
」
に
、
「
第
二
条
第
三
号
の
三
」
を

「
第
二
条
第
二
十
三
号
」
に
、
「
一
般
放
送
事
業
者
を
い
う
」
を
「
基
幹
放
送
事
業
者
を
い
い
、
日
本
放
送
協
会
及
び
放
送

大
学
学
園
（
放
送
大
学
学
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
放
送
大
学
学
園
を
い
う
。
）
を

除
く
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
五
第
二
項
中
「
一
般
放
送
事
業
者
」
を
「
基
幹
放
送
事
業
者
」
に
改
め
る
。

（
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
五
条

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
四
十
七
条
の
二
第
二
項
中
「
を
一
般
放
送
事
業
者
」
を
「
を
基
幹
放
送
事
業
者
」
に
、
「
第
二
条
第
三
号
の
三
」
を
「

第
二
条
第
二
十
三
号
」
に
、
「
一
般
放
送
事
業
者
を
い
う
」
を
「
基
幹
放
送
事
業
者
を
い
い
、
日
本
放
送
協
会
及
び
放
送
大
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学
学
園
（
放
送
大
学
学
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
放
送
大
学
学
園
を
い
う
。
）
を
除

く
」
に
改
め
る
。

第
七
十
二
条
の
二
第
二
項
中
「
一
般
放
送
事
業
者
」
を
「
基
幹
放
送
事
業
者
」
に
改
め
る
。

（
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
六
条

社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
第
二
号
イ
中
「
第
五
十
二
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
放
送
事
業
者
（
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

」
を
「
第
百
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
事
業
者
」
に
改
め
、
同
号
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ロ

放
送
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者

同
項
に
規
定
す
る
外
国
人
等

第
二
十
八
条
第
二
号
ハ
中
「
第
五
十
二
条
の
三
十
二
第
一
項
」
を
「
第
百
六
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部

改
正
）

第
三
十
七
条

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
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令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
十
九
号
ヌ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ヌ

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
事
業
者
（
放
送
大

学
学
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
放
送
大
学
学
園
、
そ
の
行
う
放
送
法
第
二
条

第
二
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
基
幹
放
送
」
と
い
う
。
）
に
係
る
同
法
第
九
十
一

条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
放
送
対
象
地
域
が
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
と
ど
ま
る
も
の
及
び
同
法
第
百
四
十

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
料
放
送
を
専
ら
行
う
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
基
幹
放
送
事
業
者

」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
二
条
第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
（
同
号
に
規
定
す
る
基
幹
放

送
局
設
備
を
特
定
基
幹
放
送
事
業
者
で
あ
る
同
条
第
二
十
一
号
に
規
定
す
る
認
定
基
幹
放
送
事
業
者
の
行
う
基
幹
放

送
の
業
務
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
八
条

東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三

百
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
三
条
第
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
九

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
事
業
又

は
同
法
第
百
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
放
送
局
設
備
供
給
役
務
を
提
供
す
る
事
業

（
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
九
条

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
百

七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第
二
十
三
号
の
基
幹
放
送
事
業
者
（
放
送
大
学
学
園
法
（

平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
放
送
大
学
学
園
を
除
き
、
地
上
基
幹
放
送
（
放
送
法
第
二
条

第
十
五
号
の
地
上
基
幹
放
送
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
が
行
う
同
条
第
四

号
の
国
内
放
送
（
地
上
基
幹
放
送
に
限
る
。
）
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
放
送
局
（
同
条
第
二
十
号
の
放
送
局
を
い
う
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
放
送
系
に
お
い
て
他
の

放
送
局
か
ら
同
法
第
二
条
第
一
号
の
放
送
を
さ
れ
る
同
条
第
二
十
七
号
の
放
送
番
組
を
受
信
し
、
同
時
に
こ
れ
を
そ
の
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ま
ま
再
放
送
す
る
こ
と
を
主
と
し
て
行
う
も
の
以
外
の
も
の
の
無
線
設
備

（
公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
四
十
条

公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
十
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

九
十
八

削
除

第
百
四
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

百
四
十
九

削
除

第
二
百
三
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
百
三
十
七

削
除

第
三
百
八
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
百
八
十
二

削
除

（
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）
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第
四
十
一
条

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平

成
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
九

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
事
業
又

は
同
法
第
百
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
放
送
局
設
備
供
給
役
務
を
提
供
す
る
事
業

（
所
得
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
及
び
法
人
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
四
十
二
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
を
除
く
。
」
と
」
の
下
に
「
、
同
号
ホ
中
「
第
五
十
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の

は
「
第
百
六
十
七
条
第
一
項
」
と
」
を
加
え
る
。

一

所
得
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
附
則
第
十
三
条
第
二
項

二

法
人
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
五
十
六
号
）
附
則
第
十
二
条
第
二
項

（
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
四
十
三
条

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
総
務
省
の
項
中
「
電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
」
を
「
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
」
に
改
め
る
。
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（
総
務
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
四
十
四
条

総
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
二
条
第
三
号
、
第
八
十
三
条
第
三
号
及
び
第
八
十
四
条
第
二
号
中
「
電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
」
を
「
一
般
放
送

」
に
改
め
る
。

第
八
十
五
条
第
一
号
中
「
に
開
設
す
る
放
送
局
」
を
「
の
放
送
局
」
に
、
「
第
二
条
第
三
号
」
を
「
第
二
条
第
二
十
号
」

に
改
め
、
「
及
び
人
工
衛
星
に
開
設
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
を
使
用
す
る
電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
」
を
削
り
、
同
条
第

二
号
中
「
電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
」
を
「
一
般
放
送
」
に
改
め
る
。

第
百
三
条
第
六
号
中
「
無
線
設
備
等
の
」
の
下
に
「
検
査
又
は
」
を
加
え
る
。

第
百
二
十
五
条
第
一
項
中
「
、
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
四
号
）
」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
五
号
。
以
下
「
放
送
法
等
改
正

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
六
月
三
十
日
。
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
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（
電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
令
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
旧
委
員
会
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
の

特
別
委
員
で
あ
る
者
は
、
施
行
日
に
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
令
第
一
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
の
特
別
委
員
と
し
て
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
の
任
期
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
委
員
会
令
第
一
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
の
特
別
委
員
と
し
て
の
任
期
の
施
行
日
に
お
け
る
残
任
期
間
と
同

一
の
期
間
と
す
る
。

（
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
令
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
軽

油
の
引
取
り
に
対
し
て
課
す
べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
軽
油
の
引
取
り
に
対
し
て
課
す
る
軽
油
引

取
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
首
都
圏
近
郊
緑
地
保
全
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）
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第
四
条

放
送
法
等
改
正
法
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
放
送
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
有
線
放
送

電
話
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
五
十
二
号
。
以
下
「
旧
有
線
放
送
電
話
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
有
線
放
送
電
話
法
第
三
条
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
が
行
う
有
線
放
送

電
話
業
務
の
用
に
供
す
る
設
備
の
設
置
又
は
管
理
に
係
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
首
都
圏

近
郊
緑
地
保
全
法
施
行
令
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
近
畿
圏
の
保
全
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条

放
送
法
等
改
正
法
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
旧
有
線
放
送
電
話
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
有
線
放
送
電
話
法
第
三
条
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
が
行
う
有
線
放
送
電
話
業
務
の
用
に
供
す
る
設
備

の
設
置
又
は
管
理
に
係
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
近
畿
圏
の
保
全
区
域
の
整
備
に
関
す
る

法
律
施
行
令
第
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
に
係
る
条
例
の
制
定
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
六
条

放
送
法
等
改
正
法
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
旧
有
線
放
送
電
話
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
な
お
従
前
の
例
に
よ
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る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
有
線
放
送
電
話
法
第
三
条
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
が
行
う
有
線
放
送
電
話
業
務
の
用
に
供
す
る
線
路

の
設
置
又
は
管
理
に
係
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規

制
に
係
る
条
例
の
制
定
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
政
令
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
都
市
緑
地
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
七
条

放
送
法
等
改
正
法
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
旧
有
線
放
送
電
話
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
有
線
放
送
電
話
法
第
三
条
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
が
行
う
有
線
放
送
電
話
業
務
の
用
に
供
す
る
設
備

の
設
置
又
は
管
理
に
係
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
都
市
緑
地
法
施
行
令
第
三
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
水
源
地
域
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
条

放
送
法
等
改
正
法
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
旧
有
線
放
送
電
話
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
有
線
放
送
電
話
法
第
三
条
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
が
行
う
有
線
放
送
電
話
業
務
の
用
に
供
す
る
施
設

の
整
備
に
関
す
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
水
源
地
域
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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（
防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
九
条

放
送
法
等
改
正
法
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
旧
有
線
放
送
電
話
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
有
線
放
送
電
話
法
第
三
条
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
が
旧
有
線
放
送
電
話
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す

る
有
線
放
送
電
話
業
務
を
行
う
た
め
の
施
設
の
整
備
に
係
る
補
助
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
防

衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
二
条
及
び
附
則
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

（
文
化
財
保
護
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
条

放
送
法
等
改
正
法
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
旧
有
線
放
送
電
話
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
有
線
放
送
電
話
法
第
三
条
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
が
行
う
有
線
放
送
電
話
業
務
の
用
に
供
す
る
線
路

の
設
置
又
は
管
理
に
係
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
文
化
財
保
護
法
施
行
令
第
四
条
第
六

項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
一
条

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
五
条
の
二
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
施
行
日
前
に
締
結
し
た
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契
約
、
施
行
日
前
に
受
け
た
申
込
み
又
は
施
行
日
以
後
に
そ
の
申
込
み
に
よ
り
締
結
し
た
契
約
に
係
る
役
務
の
提
供
で
あ
っ

て
当
該
各
号
に
定
め
る
役
務
の
提
供
に
相
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
者

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
二
第
十
号
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

イ

放
送
法
等
改
正
法
の
施
行
の
際
現
に
放
送
法
等
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
百
三
十
二
号
。
以
下
「
旧
放
送
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
放
送
法
等
改
正
法
第
四
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
。
以
下
「
旧
電
波
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定

に
よ
り
放
送
局
の
免
許
を
受
け
た
者
で
あ
る
者
（
旧
電
波
法
第
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
受
信
障
害
対
策
中
継
放
送
を

行
う
者
を
除
く
。
）
で
、
放
送
法
等
改
正
法
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
放
送
法
等
改
正
法
第
四
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
電
波
法
（
以
下
「
新
電
波
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
局
の
免
許
を
受
け

た
も
の
と
み
な
さ
れ
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
二
第
十
号
に
規
定
す
る
放
送
事
業
者
と
な
っ
た
も
の

ロ

放
送
法
等
改
正
法
の
施
行
の
際
現
に
旧
放
送
法
第
五
十
三
条
の
九
の
三
に
規
定
す
る
旧
電
波
法
の
規
定
に
よ
り
受
信
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障
害
対
策
中
継
放
送
を
す
る
無
線
局
の
免
許
を
受
け
た
者
で
あ
る
者
で
、
放
送
法
等
改
正
法
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
新
電
波
法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
局
の
免
許
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
新
令
別
表
第
二
第

十
号
に
規
定
す
る
放
送
事
業
者
と
な
っ
た
も
の

ハ

放
送
法
等
改
正
法
の
施
行
の
際
現
に
旧
放
送
法
第
二
条
第
三
号
の
五
に
規
定
す
る
委
託
放
送
事
業
者
で
あ
る
者
で
、

放
送
法
等
改
正
法
附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
放
送
法
等
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
放
送
法
（

以
下
「
新
放
送
法
」
と
い
う
。
）
第
九
十
三
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
も
の
又
は
新
放
送
法
第
百
二
十
六
条
第
一
項

の
登
録
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
新
令
別
表
第
二
第
十
号
に
規
定
す
る
放
送
事
業
者
と
な
っ
た
も
の

二

放
送
法
等
改
正
法
の
施
行
の
際
現
に
放
送
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
有
線
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
放
送
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
い
る
者
で
、
放
送
法
等
改
正

法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
新
放
送
法
第
百
二
十
六
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
も
の
又
は
新
放
送
法
第
百
三

十
三
条
第
一
項
の
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
新
令
別
表
第
二
第
十
号
に
規
定
す
る
放
送
事
業
者
と
な
っ
た
も
の

旧

令
別
表
第
二
第
二
十
八
号
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

三

放
送
法
等
改
正
法
の
施
行
の
際
現
に
放
送
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
電
気
通
信
役
務
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利
用
放
送
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
る
者
で
、
放
送
法
等

改
正
法
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
新
放
送
法
第
百
二
十
六
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
も
の
又
は
新
放
送
法
第

百
三
十
三
条
第
一
項
の
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
新
令
別
表
第
二
第
十
号
に
規
定
す
る
放
送
事
業
者
と
な
っ
た
も
の

旧
令
別
表
第
二
第
四
十
三
号
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

（
公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
二
条

施
行
日
前
の
犯
罪
行
為
の
事
実
及
び
処
分
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
事
実
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
犯
罪
行
為
の

事
実
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
放
送
法
等
改
正
法
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
施

行
日
以
後
の
犯
罪
行
為
の
事
実
等
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の

法
律
を
定
め
る
政
令
第
九
十
八
号
、
第
百
四
十
九
号
、
第
二
百
三
十
七
号
及
び
第
三
百
八
十
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
三
条

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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理

由

放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
施
行
令
等
を
廃
止
し
、
放
送
法
施
行
令

等
の
情
報
通
信
関
係
政
令
の
規
定
の
整
備
を
行
う
ほ
か
、
他
の
関
係
政
令
に
お
け
る
用
語
の
整
理
等
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。


